
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　　　環境局施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　078-595-6163　　）

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随意契約の理由

　土砂・ガレキ・建築廃材などの最終処分場である淡河環境センター内で、発生する進出水に含まれる有機物処理を目的
として、生物処理→凝集沈殿処理→砂ろ過・活性炭吸着処理→汚泥処理の工程で２４時間稼働の排水処理施設が設置さ
れている。排水処理工程で、砂ろ過・活性炭吸着処理は、排水中に残留する、微量の浮遊物や有機物除去を行い、タイ
マー制御による自動洗浄で、塔内のろ材再生を行っている。稼働より約３２年経過し、経年劣化している、ろ過設備の運転
制御を行うPLC（シーケンサー）を整備することで、安定的に設備を稼働することができる。
　施工メーカーである神鋼パンテック㈱は、㈱神鋼環境ソリューションに事業統合されており、上水・下水処理設備の点検・
補修・運転維持管理については、グループ会社の神鋼環境メンテナンス㈱で業務を行っている。製造メーカーしか知りえな
い部分や、技術的な面からも、機器の破損や不調箇所の調査、その原因究明並びにそれらを踏まえた対策の立案、施工
は上記業者でなければ不可能である。
　したがって、本業務の施行に必要不可欠な技術を有し、確実に業務を履行できるのは上記会社以外にはないため随意
契約を行うものである。

淡河環境センター排水管理施設ろ過設備ＰＬＣ整備

神鋼環境メンテナンス株式会社


